
 

 

 

 

契約手続及び履行確認の不備 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月２日から同年12月28日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

東淀川高等学校 

 

 

校内便所清掃業務委託について、
平成27年３月18日が最終の業務実
施日であったが、学校行事の都合に
より同月25日に変更したにもかか
わらず、契約期間の変更の意思決定
が行われないまま、支出命令手続を

行っていた。 
 
〔校内便所清掃業務委託〕 
（契約書及び請書省略。仕様書作
成。） 

契約金額 321,408円 

契約年月日 平成26年４月１日 

契約期間 平成26年４月９日
から 
平成27年３月18日

まで 

事業完了年
月日 

平成27年３月25日 

検査年月日 平成27年３月25日 

請求年月日 平成27年４月３日 

支払年月日 平成27年４月８日 

 

 

契約期間内に委託業務が完了しない場合は、仕様書の変更を含む契約変更を行うなど、適正な事務処理を
行われたい。 
 

【大阪府財務規則】 
（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関する事務を委任された者は、予算の範囲内である
ことを確認した上で支出負担行為をしなければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支出伺書（様式第29号の２）を作成の上、これ
を行わなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。 

（支出の命令） 
第40条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、法令その他の規定に違反してい
ないか、予算の目的に違反していないか、配当を受けた金額を超過することがないか、年度、会計、科
目、所属及び金額を誤っていないか、債権者のためにする支出で、かつ、必要な経費であるか、関係書
類は完備しているか等を調査し、支出命令伺書（様式第30号）を作成の上決定し、第99条の規定により
支出負担行為の確認に関する事務を委任された出納員に対して支出の命令をしなければならない。 

 
【委託契約締結事務のポイントについて－総務部契約局契約第二課－】 
 （略） 

契約締結に当たってのチェックポイント 
 （略） 

 

７．契約書や仕様書に基づいて、業務が適正に履行されているか。 
契約締結後は、発注者（大阪府）と受注者は、お互いに契約書は仕様書等に基づいて、 

業務の遂行、事業の進行管理（監督）、検査、支払等を行っていく必要があります。 

 

□ 契約書や仕様書に基づいて業務の進行管理（監督）を適切に行っているか。 
□ 業務完了後の検査については、契約書や仕様書等関係書類に基づき契約内容どおりの履行がなされ 
たかを確認しているか。 

 

 

 

今後適正な事務処理を
行えるよう、委託業務に
関しては契約内容を十分
把握し、契約期間内に業
務が完了していない場合
には、仕様書の変更を含

む契約変更が必要である
ことを徹底することと
し、府財務規則等の関係
条文などの委託契約締結
事務に関する資料を職員
に配布し周知を行った。
（平成28年４月８日） 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月２日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西淀川高等学校 
 
 

 
業務委託契約の履行確認について、検査員とし

て指定されていない者が検査を行っていた。 
  
１ 委託業務名 大阪府立西淀川高等学校ホーム
ページ作成業務委託 

２ 契約期間 平成26年８月29日から同年９月30

日まで 
３ 契約金額 金69,120円 
４ 完了日 平成26年９月19日 
５ 検査日     同月19日 
 

 
契約の履行確認や検査のルールを十分に理解した上で、適

正な事務処理を行われたい。  
 

【地方自治法】 
（契約の履行の確保） 
第234条の２ 

 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての
請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合に
おいては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定める
ところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその
受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支
払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済
部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な
監督又は検査をしなければならない。 
 
【大阪府財務規則】 
（検査） 
第69条 （略） 

２ 前項の場合において、契約局長は、同項に規定する職
員を、当該職員に係る部局長等又は予算執行機関の長か
ら示された者のうちから、指定するものとする。 

 

【大阪府財務規則の運用】 
第69条関係 （略） 
２ 規則第69条第２項による指定及び同条第４項に規定す
る職員の指定は、決裁により行わなければならない。 

 
 
 

 

 
契約の履行確認に必要となる検査について、大

阪府財務規則等に基づき適正に行うことを周知す
るとともに、会計局発行の研修資料「支出事務の
ポイント」を基に職場内研修を行った。（平成28年
３月15日実施） 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月26日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
茨木西高等学校 
 

 
産業廃棄物処理に関する下記委託契約について、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律施行令第６条の２第４号の規定により、委託契約は書面により行うこ
ととされているにもかかわらず、契約書を省略していた。 
 

委託事業名 委託金額 契約年月日 契約期間 

産業廃棄物収集

運搬処理 
216,000円 平成27年３月24日 

平成27年３月24日

から同月31日まで 

 

 
今後、法令に基づき適正な事務処理を行われたい。 
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 
（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準）  
第６条の２ 法第12条第６項の政令で定める基準は、次の
とおりとする。 

(1)～(3) （略） 
(4) 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、 

次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境
省令で定める書面が添付されていること。 

イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終 

目的地の所在地  
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その 
処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方
法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合におい
て、当該産業廃棄物が法第15条の４の５第１項の許可

を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 
ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第12条第５項に規
定する最終処分をいう。以下同じ。）を除く。）を委託
するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の

所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処
理能力 

ヘ その他環境省令で定める事項 
(5)・(6) （略） 

 
 

 
今後、廃棄物の処理

及び清掃に関する法
律施行令に基づき、産
業廃棄物処理に関す
る委託契約について
は、全て契約書を作成

する。 



 

 

 

 

 

監査実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月20日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
枚方高等学校 

 

 
「廃棄物（アスベスト含む。）収集

運搬及び処理業務委託」について、Ａ
社とＢ社のそれぞれと契約を締結の
上、実施していた。 
その際、Ａ社からＢ社の業務を含む

見積書を徴収していたが、見積りに関

するＢ社からＡ社への委任状はなか
った。 
≪廃棄物（アスベスト含む）収集運

搬及び処理業務委託≫ 

Ａ社からの
見積書提出
日及び金額 

平成26年９月25日 
76,032円（Ｂ社からの
委任状等は無し） 

Ａ社との契
約日 

平成26年10月20日 

Ｂ社との契
約日 

平成26年10月20日 

Ａ社からの

金額変更に
伴う見積書
提出日及び
金額 

平成26年10月22日 

100,032円（Ｂ社から
の委任状等は無し） 

 

 
契約事務のルール等について周知徹底を図り、適正な事務処理を行われたい。 
 
 

 
【大阪府財務規則】 

（見積書の徴取） 
第62条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく２人以上の者から見積書（当
該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。）徴さな
ければならない。ただし、契約の目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めて知
事が別に定めるものについては、この限りでない。 

 
【支出事務のポイント ―会計局―】 
 見積書 
 ③見積者  
 ・正当な代表機関が行った見積りですか。 
 ・委任を受けた者からの見積りの場合、委任状で権限を有することを確認してください。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ｂ社の見積りを徴するに当

たって必要な委任状を徴収し
た。 
また、担当者のみならず事務

職員・決裁者を対象として、会
計局発行の｢支出事務のポイン

ト｣及び契約局発行の「委託契
約締結事務のポイント」をもと
に職場内研修を行った。（平成
28年３月14日実施） 
今後は関係規則等を十分認

識し、適正な事務処理に努め
る。 
 

  



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月25日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
勝山高等学校 
 

 
 授業アンケートシステム運用業務委託（63,180円）
について、実際の委託期間と異なる請書を受領してい
た。 
 
 ≪授業アンケートシステム運用業務委託≫ 

見積書提出日 平成26年４月25日 

経費支出伺書起案日 

及び経費支出伺書に 
記載の契約期間 

平成26年７月４日 

平成26年７月７日から 
平成27年３月31日まで 

請書提出日及び 
請書に記載の契約期間 

平成26年６月11日 
平成26年６月11日から 
平成27年３月31日まで 

※ 受検機関は、経費支出伺書に記載の契約期間が実
際の契約期間と説明している。 

 
契約事務のルール等に基づき、適正な事務処理を 

行われたい。 
 
 

【大阪府財務規則の運用】 
第66条関係 

１ 請書は、契約書の作成を省略する場合におい
ても、契約の適正な履行を確保する目的で契約
の相手方から一方的に徴する書面であり、契約
書のように契約の両当事者が記名押印するも
のではないが、合意内容を証するものとして、
契約の証拠化のために徴するものである。 

 

 
 監査の結果を受け、契約の事務については、請
書の記載内容の確認を徹底するとともに会計局
の研修資料等を用い適正に処理を行うよう事務
職員や関係者に周知した。（平成28年４月13日） 
今後は、このようなことが起こらないよう、法

令・規則を遵守し、適正な事務処理を行う。 

 
 



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
阿倍野高等学
校 
 
 

 
１ 産業廃棄物処理に関する下記委託契約について、廃棄物の処理及び清掃
に関する法律施行令第６条の２第４号により、委託契約は書面により行う
ことされているにもかかわらず契約書を省略していた。 

 

委託事業名 委託金額 契約年月日 契約期間 

産業廃棄物処分 86,000円 平成26年４月１日 

平成26年４月１日 

から平成27年３月
31日まで 

 
 
２ 上記のほか、産業廃棄物処理に関する下記委託契約について、支払いの
際に、処分終了の確認用であるマニフェストＤ票が戻る前に検査を行って
いた。 

 

委託事業名 委託金額 契約年月日 契約期間 

産業廃棄物処分 45,360円 平成27年３月24日 
平成27年３月24日 
から同月31日まで 

・ マニフェストＤ票記載の処分年月日 平成27年３月26日  

・ 検査年月日            平成27年３月24日 
 

 
今後、法令等に基づく適正な事務処理を行われたい。 

 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 
（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準） 
第６条の２ 法第12条第６項の政令で定める基準は、次の通り

とする。 
(1)～(3) （略） 
(4) 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次

に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で
定める書面が添付されていること。 

   イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的 
地の所在地 

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処
分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及
びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

  ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、

当該産業廃棄物が法第15条の４の５第１項の許可を受け
て輸入された廃棄物であるときは、その旨 

  ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第12条第５項に規定
する最終処分をいう。以下同じ。）を除く。）を委託す

るときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在
地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 

   へ その他環境省令で定める事項 
(5)・(6) （略） 

 
【廃棄物の適正処理について】（平成18年11月 事業所指導課・
会計指導課） 
１～６ （略） 
７ マニフェスト返送票の確認と支払い手続き 

７－１～７－３ （略） 
７－４ 産業廃棄物の処理を依頼して最終処分までに要する

日程は長期間かかります。つまり、処理の依頼の時期
が遅くなると、Ｅ票が戻ってくるのが年度を越えてし
まい、支払いが困難になります。そこで、Ｂ２票が返
ってきた時点で収集運搬業者に、Ｄ票が帰ってきた時

 
産業廃棄物処理につい

ては、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律のしお
り等に添って事務処理を
行うよう事務職員に周知
した。（平成28年１月８日

及び同年４月１日） 
今後、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行
令に基づき、委託契約に
おいて、適切に契約書を
作成する。 
また、委託契約の支払

は、マニフェストＤ票が
戻り内容を検査した後に
行う。 



 

 

 

 

 監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月16日） 

点で中間処理業者に支払い手続きを行ってください。
なお、支払完了後においても、Ｅ票の確認が必要です。
（収集運搬業者と中間処理業者が同一であれば、Ｄ票
の確認をもって支払いが可能。もちろんＥ票の早期確
認が可能であれば、あえてＤ票のみの確認で支払う必
要はありません。） 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

契約手続及び経費支出手続の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
藤井寺工科高等学校 
 
 

 
下記委託契約について、収集運搬と処分をそれぞれ別の会社と契約していた

ところ、収集運搬の契約書に数量及び単価についての記載がなかった。 
また、役務費で支出すべきところ、委託料として支出していた。 

 

委託事業名 収集運搬に関する委託金額 
契約年月
日 

契約期間 

産業廃棄物収
集運搬・処理
作業委託 

32,400円 
平成 27年
２月13日 

平成27年２月16日
から同年３月20日
まで 

 

 
今後、法令に基づき適正な事務処理を行われたい。 
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 
（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準）  
第６条の２ 法第12条第６項の政令で定める基準は、次の
とおりとする。 

(1)～(3) （略） 
(4) 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、

次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境
省令で定める書面が添付されていること。 
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終
目的地の所在地  

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、そ
の処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生
の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合におい
て、当該産業廃棄物が法第15条の４の５第１項の許
可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 

ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第12条第５項に
規定する最終処分をいう。以下同じ。）を除く。）を
委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の
場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る
施設の処理能力 

ヘ その他環境省令で定める事項 
(5)・(6) （略） 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 
（委託契約に含まれるべき事項） 
第８条の４の２ 
令第６条の２第４号ヘ（令第６条の12第４号の規定によ

りその例によることとされる場合を含む。）の環境省令で
定める事項は、次のとおりとする。 
 (1) （略） 
 (2) 委託者が受託者に支払う料金 
 (3)～(9) （略） 
 

 
産業廃棄物収集運

搬・処理委託について、
会計事務ポータルサイ
トに掲載されているＦ
ＡＱや廃棄物の処理及
び清掃に関する法律の

しおりを参照して事務
処理を行うよう事務職
員に周知した。（平成28
年１月20日） 
今後、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律等
に基づき適正に事務処
理を行うとともに、経費
支出に当たっては業務
内容を確認し、適切な支
出科目により事務処理
を行う。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月17日） 

大阪府財務規則 
（歳入歳出予算の款項目節の区分） 
第９条 （略） 
２ 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則（昭
和22年内務省令第29号）別記に掲げる歳出予算に係る節
の区分のとおりとする。 

 
（支出の命令） 
第40条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしよう
とするときは、法令その他の規定に違反していないか、
予算の目的に違反していないか、配当を受けた金額を超

過することがないか、年度、会計、科目、所属及び金額
を誤っていないか、債権者のためにする支出で、かつ、
必要な経費であるか、関係書類は完備しているか等を調
査し、支出命令伺書（様式第30号）を作成の上決定し、
第99条の規定により支出負担行為の確認に関する事務
を委任された出納員に対して支出の命令をしなければ
ならない。 
 
会計事務の手引（抜粋） 
第４章 支出 
第９節 節の説明及び事務手続上の留意点 

12 役務費 
・ 役務費は、人的サービスを主とするものであ

り、需用費（修繕料）は、人的サービスをとも
ないますが、何らかの形で部品等を使用しつつ、
原状に回復していくものです。 
なお、運送料、広告料等は、一般的には委託

料でなく、この節で処理されることとなります。 
 
会計事務ポータルサイトＦＡＱ（抜粋） 
財務会計（制度） 
 処分関係 

産業廃棄物の処分にかかる支出科目 

 産業廃棄物の収集運搬を業者に委託した場合、支出科
目は役務費でよろしいか。 

収集運搬のみに限定されている場合は、役務費で支出
します。 
しかし、産業廃棄物の処分も含めて委託する場合は人

的サービス以外の要素も加わるため、委託料で支出しま
す。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月17日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
藤井寺工科高等学校 
 
 

 
消火器の処分に関する下記委託契約について、比較見積を徴するべきにも

かかわらず、徴していなかった。また、役務費で支出すべきところ、委託料
として支出されていた。 
 

委託事業名 委託金額 契約年月日 契約期間 

古消火器の廃棄委

託 
2,120円 平成27年１月20日 

平成27年１月28日

から同年２月16日
まで 

 

 
今後は大阪府財務規則及びその運用を十分に理解し、適正な事

務処理を行われたい。 
 

【大阪府財務規則】 
（見積書の徴取） 
第62条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なる

べく２人以上の者から見積書（当該見積書に記載すべき事項
を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。）
を徴さなければならない。ただし、契約の目的及び性質によ
り見積書を徴する必要がないと認めて知事が別に定めるも

のについては、この限りでない。 
 
会計事務ポータルサイトＦＡＱ（抜粋） 
財務会計（制度） 
 処分関係 

不用な消火器の処分について 

 不用となった消火器を処分したい。契約方法と支出科目
は。 

廃消火器の回収については、平成22年１月１日から新制度

が施行されました。 
新制度では、消火器を処分するときは、社団法人消火器工

業会（（株）消火器リサイクル推進センター）が発行する「消
火器リサイクルシール」（以下「シール」という。）を購入し
て消火器に貼付し、同会指定の特定窓口又は指定引取場所に
引取りを依頼します。 
消火器は産業廃棄物ですが、シールを貼付して引き取って

もらうことで、マニフェストによることなく、排出者として
の義務は完了することになります。 
シールの代金は、運搬費、処理費、管理費として徴収され

るものですので、シールの購入費用及び特定窓口等までの一
次物流費は役務費より支出します。 

シール及び一次物流費には定価設定が無いので、発注に当
たっては、２者以上の価格比較が必要です。 

 

 

 
今後、消火器の処

分に当たっては、大
阪府財務規則等に基
づき２者以上の価格
比較の実施をはじ
め、適正な契約方法

と支出科目により事
務処理を進める。 
また、適正な契約

手続や経費支出を行
うよう研修において
事務職員に周知し
た。（平成28年１月20
日） 
 



 

 

 

 

経費支出手続の不備 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月２日から同年12月28日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
吹田高等学校 
 
 

 
公印登録する角印（23,220円）の購入に当たり、

備品購入費で支出すべきところ、消耗需用費で支出
していた。 
 
【支出科目（誤）】   【支出科目（正）】 
 （款）教育費      （款）教育費 

  （項）高等学校費    （項）高等学校費 
   （目）学校管理費    （目）学校管理費 
     （節）需用費      （節）備品購入費 
   （細節）消耗需用費 

 
今後は、歳出予算科目を十分理解し、適正な事務処理を

行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
備品及び消耗品の区分、歳出予算事務に関

する留意点について、全事務職員に対し研修
を行い、適正な取扱いの周知徹底及び再発防
止を図った。（平成28年４月18日） 
今後は、大阪府財務規則等諸規定に基づき、

適正な事務執行に努める。 

【大阪府財務規則の運用】 
第73条関係  
１ 規則第73条第２項の「知事が別に定める」細分類

は、次のとおりとする。 
(1) 備品又は消耗品は、別添の物品例示表による

ものとする。この場合、備品の品名の前に◎を

附していない物品については、取得価格が10万
円未満のものは消耗品とする。 

 
  ※物品例示表では公印類はすべて◎が附されて

いる。 
 
【会計事務の手引】 
第４章 支出 
 第９節 節の説明及び事務手続上の留意点 

  18 備品購入費は、物品（財務規則第73条）のう
ち備品及び生物類（消耗品として区分されるも
のを除きます。）の購入に要する経費です。 

 



 

 

 

 

  

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月１日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
柴島高等学校 

 
契約の当事者が、対価の支払の時期を書面により明らかにしないときは、対価の

支払は、相手方が支払請求をした日から15日以内に行う必要があるが、支払遅延が
あった。 
 

契約内容 契約金額 請求年月日 支払年月日 

消防用設備等保守点検
委託（総合点検及び機
器点検） 

235,590円 平成26年８月12日 平成26年８月28日 

２階総合ゼミ室天吊エ
アコン室内機及びロス
ナイフィルター洗浄作
業委託 

25,920円 平成26年８月31日 平成26年９月17日 

運動場等側溝泥上げ業
務その他清掃業務委託 

282,420円 平成27年１月31日 平成27年２月17日 

 
 

 
財務会計事務のルール等について周知徹

底を図り、適正な事務処理を行われたい。 
 

【政府契約の支払遅延防止等に関する法律】 

（定をしなかった場合） 
第10条 政府契約の当事者が第４条ただ

し書の規定により、同条第１号から第
３号までに掲げる事項を書面により明
らかにしないときは、同条第１号の時
期は、相手方が給付を終了し国がその
旨の通知を受けた日から10日以内の
日、同条第２号の時期は、相手方が支
払請求をした日から15日以内の日と定
めたものとみなし、同条第３号中国が
支払時期までに対価を支払わない場合
の遅延利息の額は、第８条の計算の例
に準じ同条第１項の財務大臣の決定す
る率をもって計算した金額と定めたも

のとみなす。 
 

 

 
 改めて、本校事務職員に対し、会
計局「会計事務の手引」、「会計事務
マニュアル」等を活用して会計研修
を行い、支出事務のルール及び「政
府契約の支払遅延防止等に関する法
律」の趣旨、内容等について、周知

徹底を図った。（平成28年２月10日） 
今後とも、会計局実施の会計研修

に事務職員を積極的に参加させると
ともに、所属内でも定期的に会計研
修を実施し、担当職員の意識向上を
図る。 
 



 

 

 

 

  

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月２日から同年12月28日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
桃谷高等学校 

 
契約の当事者が、対価の支払の時期を書面により明らかにしないときは、対価の

支払は、相手方が支払請求をした日から15日以内に行う必要があるが、支払遅延が
あった。 
 

契約内容 委託金額 請求年月日 支払年月日 

特定建築物環境衛生
管理業務委託 

303,480円 
（270,000円） 

平成27年２月18日 平成27年３月12日 

校舎廊下等清掃作業 
864,021円 
（242,395円） 

平成26年７月８日 平成26年７月30日 

高低木剪定業務及び
薬剤散布業務 

972,000円 
（88,560円） 

平成26年10月７日 平成26年11月17日 

プール清掃作業 37,962円 平成26年６月18日 平成26年７月16日 

消防点検（総合・機
器） 

388,800円 
（274,536円） 

平成26年８月25日 平成26年９月10日 

書類シュレッダー処
理業務 

118,152円 平成27年３月30日 平成27年４月15日 

※ 委託金額欄の括弧書き金額は、複数の支払回数のうち、上記請求年月日に請求
された金額 

 

 
財務会計事務のルール等について周知徹底を図り、適正

な事務処理を行われたい。 
 

 
【政府契約の支払遅延防止等に関する法律】 
（定をしなかった場合） 
第10条 政府契約の当事者が第４条ただし書の規定に

より、同条第１号から第３号までに掲げる事項を書面
により明らかにしないときは、同条第１号の時期は、
相手方が給付を終了し国がその旨の通知を受けた日
から10日以内の日、同条第２号の時期は、相手方が支
払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみ
なし、同条第３号中国が支払時期までに対価を支払わ
ない場合の遅延利息の額は、第８条の計算の例に準じ
同条第１項の財務大臣の決定する率をもって計算し
た金額と定めたものとみなす。 

 

 
事務部長より、監査結

果内容を伝達し、支払事
務をはじめ会計事務に
ついて、法令や大阪府財
務規則等に基づき適正
な事務処理を行うよう、
全事務職員に対して会

計事務研修を実施した。
（平成28年２月８日及
び同月９日） 

本校は、通信制と定時
制の併置校であり、職員
の勤務が、休日を含む変
則体制であることから、
決裁、施行、審査に時間
を要するので、各課程で
支払事務の進捗管理を
行うとともに、職場の会
計研修を実施し、正確で

効率的な会計事務の徹
底を図る。 
 
 
 



 

 

 

 

学校徴収金等の管理の不備 
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月８日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
福井高等学校 
 
 

  
平成19年度以前に発生したものとして学校が把握

している学校徴収金等の滞納（８名171,900円）につ
いて、平成28年１月12日に催告書を送付していたが、
過去の督促等に関する記録がなく債権回収に向けた
取組状況が不明である。また、前記催告書発送後、
生徒・保護者からの問合せにより、滞納額について

疑義があることが判明した。 

 
滞納額を正確に把握するとともに、未納者に対す

る督促等は記録を残しつつ、計画的な債権回収を行
うなど債権管理を適正に行われたい。 
 

【校務のチェックリスト＆ナビゲーション】（平成
25年12月大阪府教育委員会） 

ＸⅢ.会計事務（私費会計）関係 
１． 学校徴収金等 

１～16 （略） 
17 未納金について、個人別の未納額等が
確認できる資料を作成している。また、
納入状況を収入月毎に把握している。 

18 未納者に対して書面による督促、電話
連絡、家庭訪問などを行い、計画的に債
権回収を行っている。 

 

 
滞納額のうち、17,000円が納入済であることが

確認できたため、現在の滞納額は、８名分154,900
円となった。 
滞納者のうち４名は所在が不明であるため住民

票を取り寄せ、その所在を調査した結果、新たに
１名の住所が判明したので、同人に対し、催告状

を発送した。 
また、他の滞納者についても、督促等の記録を

残しつつ計画的な債権回収を行うなど適正な債権
の回収・整理に努める。 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月25日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
勝山高等学校 
 

 
学校徴収金等の滞納について、在学中の生徒については滞納解消に

向けての督促を実施しているが、当該生徒が退学・卒業した後は、督
促等を行っておらず、計画的な債権回収が行われていなかった。 
 
 

 人 数 金 額 

退 学 者 121人 2,913,791円 

卒 業 者  30人 775,518円 

計 151人 3,689,309円 

（退学・卒業生に係る学校徴収金等滞納者 平成27年３月31日現在） 

 
生徒の退学・卒業後においても、未納者に対する督 

促等を積極的に行い、計画的な債権回収に努められた 
い。 
 
 

 

【校務のチェックリスト＆ナビゲーション】 
（平成25年12月大阪府教育委員会） 
ⅩⅢ．会計事務（私費会計）関係 

 １．学校徴収金等 
  １～17 （略） 
  18 未納者に対して書面による督促、電話連

絡、家庭訪問などを委行い、計画的に債権
回収を行っている 

 
 

 
平成27年３月31日現在の学校徴収金等の滞

納者151人について、所在調査を行い、住所が
判明した者について催告状及び納付書を、平
成28年３月28日、同年５月24日及び同年６月
９日に送付した。 
 今後は、学校徴収金等の滞納者に対し、文

書、電話等で督促・催告を行い計画的な債権
回収に努める。 
 



 

 

 

 

通勤手当の誤り 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月８日） 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
福井高等学校 
 
 

 
自宅から勤務公署まで自転車使用により通勤認定されて

いた経路を確認したところ、認定距離より短い距離となる経
路があったため、通勤手当が過払いとなっていた。 

 

過払支給期間 既支給額 正規支給額 過払支給額 

平成17年４月

から平成26年
８月まで 

463,800円 226,000円 237,800円 

平成27年２月
から同年７月
まで 

21,977円 10,466円 11,511円 

合計 485,777円 236,466円 249,311円 

 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、通勤手当の認定事務について適正な事務

処理を行われたい。 
 

【職員の給与に関する条例】 
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 
(1)・(2) （略） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車
等を使用することを常例とする職員 （略） 

２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の１日からその月以後の
月の末日までの期間として人事委員会規則で定める期間（以下「支給対象期
間」という。）につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に
定める額とする。 
(1) （略） 
(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に定める額（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員、任期付
短時間勤務職員及び法第26条の３第１項の規定による承認を受けて１週
間の勤務時間の一部について勤務しない職員のうち、１月当たりの通勤
回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、その額から、

その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額）に支
給対象期間の月数を乗じて得た額。（以下略） 
イ 自転車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）
が片道５キロメートル未満である職員 2000円 

ロ 使用距離が片道５キロメートル以上10キロメートル未満である職
員 4200円 

ハ～ワ （略） 
 

【職員の通勤手当に関する規則】 
第５条 条例第14条第２項第１号に規定する運賃等相当額（以下「運賃等相当

額」という。）の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的か
つ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額による
ものとする。 

 

 
当該職員について、正しい

距離により通勤手当の認定を
改めて行った。 
また、過払いとなっていた

通勤手当は平成28年４月に戻
入した。 

今後、担当者、決裁者で申
請経路を精査し、適正な認定
を行う。 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月11日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
富田林高等学校 
 

 
平成26年10月に６箇月分を支給した通勤手当について、病気休暇に伴

い同年11月１日から同月30日まで通勤しなかったため、同年11月分の精
算事務（戻入）が必要であったが、これが行われず、過払いとなってい
た。 
また、平成27年２月に通勤手当の支給額の改正に伴う差額を４月に遡

り年間分を追給しているが、平成26年11月分が過払いとなっていた。 
 

支給対象期間 既支給額 
再計算による 
支給額 

過払支給額 

平成26年10月から 
平成27年３月まで 

24,600円 20,500円 4,100円 

平成26年４月から 
平成27年３月まで 
（差額分） 

1,200円 1,100円 100円 

過払合計 4,200円 

 
 

 

 
速やかに過払いとなっている通勤手当の戻入措置を講じる

とともに、通勤手当の戻入処理のルールについて理解を深め、
適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
過払いとなっている通勤手

当（過年度分）について、平成
28年１月12日、戻入（調定）手
続を行い、収納を確認した。（収
納日：平成28年１月19日） 
今後は、関係規則等に基づ

き、適正な事務処理に努める。 

【職員の給与に関する条例】 
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 
２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の

１日からその月以後の月の末日までの期間として人事
委員会規則で定める期間につき、次の各号に掲げる職
員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

 
【職員の通勤手当に関する規則】 
第４条 条例第14条第２項に規定する支給対象期間は、
人事委員会が定める日以降６箇月の期間とする。ただ
し、これにより難い場合の支給対象期間は、人事委員
会が定める。 

第18条 条例第14条第１項の職員に対する通勤手当は、
その者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給
日に支給する。 

第20条 条例第14条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤

その他の理由により、月の１日から末日までの期間の
全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その
月に係る通勤手当は支給しない。 

 
【職員の通勤手当に関する規則の運用について】 
第４条関係 
１ 人事委員会が定める日は、毎年度４月１日及び10月
１日とする。 

 



 

 

 

 

  

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月４日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
槻の木高等学校 
 
 

 
 経済的な経路があるにもかかわらず、別の経路で認定されてい
たため、通勤手当が過払いとなっていた。 
 

過払支給期間 既支給額 正規支給額  過払支給額 

平成23年４月から 
平成28年３月まで 

1,108,240円 642,260円 465,980円 

 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、通勤手当の

認定事務について適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 

 

 
 本認定について、当該職員に事情聴取を行った
上で、平成27年12月から認定を変更した。 
 今後、通勤手当の認定に当たっては申請者から
提出される通勤経路の確認を行い適正な事務処理
に努める。 
 

 
 
 
 
 
 

【職員の通勤手当に関する規則】 
第５条 条例第14条第２項第１号に規定す

る運賃等相当額（以下「運賃等相当額」と
いう。）の算出は、運賃、時間、距離等の
事情に照らし最も経済的かつ合理的と認
められる通常の通勤の経路及び方法によ
る運賃等の額によるものとする。 



 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西野田工科高
等学校 
 
 

 
 経済的な経路があるにもかかわらず、別の経路で認定されていたため、通勤手当が過
払いとなっていた。 

 
 
 

 

支給対象期間 既支給額 正規支給額 過払額 

平成27年４月から平成28年３月まで 310,220円 301,360円 8,860円 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、通勤手当の認定

事務について適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
給与の訂正基準に基づき

戻入額を算出したところ、
既認定経路の払戻し額よ
り、新経路での支給額が上
回るため、学校総務サービ
ス課と調整の上、認定変更

を平成28年４月からとし
た。 
今後、関係条例、規則の

規定に基づき適正に対処す
る。 

 監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月12日） 

【職員の通勤手当に関する規則】 

第５条 条例第14条第２項第１号に規定する運賃

等相当額（以下「運賃等相当額」という。）の算

出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経

済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路

及び方法による運賃等の額によるものとする。 

 



 

 

 

 

管外旅費支給事務の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西野田工科高
等学校 
 

  
部活動の合宿に伴う管外出張旅費の算定について、オートキャンプ場で

のテント泊等により、実際には無償又は条例による支給額より安価な支出
であったにもかかわらず、任命権者はテント泊に係る旅費の調整を行って
いなかった。 
また、旅行者においては、概算払された旅費について、不用額はないも

のとして精算を行っていた。 
 

職員 旅行日 
宿泊料 

正 誤 

Ａ 
平成26年８月２日から 

同月５日まで 
2,700円 17,900円 

Ｂ 

同上 2,700円 17,900円 

平成27年３月28日から 
同月29日まで 

3,000円 7,600円 

Ｃ 同上 3,000円 7,600円 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、旅費の支給事務について適正な

事務処理を行われたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
誤支給があった旅費

（宿泊料）について、
精査したところ平成26
年８月２日から同月５
日までの宿泊料はテン
ト場代を支払ってお
り、正支給額2,700円が

4,400円となる。このた
め、正規支給額は合計
14,800円となり、誤支

給額51,000円との差額
（戻入額）は、36,200
円となる。これに基づ
き戻入手続きを行っ
た。 
今後、宿泊を伴う旅

行命令時には、定額を
下回るような宿泊料し
か負担しない場合、旅

費の調整を徹底する。 

【職員の旅費に関する条例】 
（宿泊料） 
第17条 宿泊料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定め

る額による。 
(1) 旅行中宿泊料 宿泊先の区分に応じた別表第１の定額（以

下略） 
（旅費の調整） 

第41条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利
用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により
又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場
合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅
費を支給することとなる場合においては、その実費を超えるこ
ととなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給し
ないことができる。 

別表第１ 内国旅行の旅費（第17条、第18条、第20条、第21条関
係） 

(1) 宿泊料 

甲地方 乙地方 

一夜につき8,700円 一夜につき7,600円 

備考 甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京
都市及び神戸市のうち人事委員会規則で定める地域そ
の他これらに準ずる地域で人事委員会規則で定めるも
のをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊
施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみ
なす。 

【府立学校 旅費事務の手引き】 
５ 旅費の計算 

(1) 旅費の計算【条例第８条】 
旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合

の旅費により計算します。ただし、公務上の必要または天災
その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方
法によって旅行しがたい場合には、実際に利用した経路及び 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月12日） 

 
 
 

方法によって計算します。 
①～③ （略） 
④宿泊を伴う場合 
  交通費と宿泊先の地域区分に応じた宿泊料を支給しま
す。 

１夜当たり定額 甲地方 8,700円 乙地方 7,600円 

 
○用務先から宿泊先までの旅費の取扱い 
（略） 

旅行命令が宿泊先を含む場合 

  ア （略） 
  イ 宿泊先があらかじめ旅行命令に含まれている場合 
    宿泊先が命令されているので、宿泊先までの交通費を支

給する。 
    宿泊料は、宿泊先の所在する地域区分により定額の範囲

内で実費額を支給する。 
 
【旅費事務取扱要領】 
第８ 概算旅費の精算 
 (1) 職員は、管外出張等の後、財務規則第47条に規定する概

算払いに係る旅費の精算処理をシステムにより行うもの
とする。 

なお、使用した旅費が支給額と同額の場合においても、

精算処理を行うものとする。 

 



 

 

 

 

不適切な服務管理 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月２日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西淀川高等学校 
 
 

 
週休日の振替が行われた教員が振替日に出勤したが、その後、再度振替が行

われていなかった。 

職員名 週休日 勤務時間 振替日 振替時間 

Ａ 

H26.５.11 

８:30～17:00 

H26.５.12 

８:30～17:00 
H26.６.15 H26.６.16 

H26.７.27 H26.７.28 

H26.８.10 H26.８.29 

H26.８.30 12:00～16:00 H26.９.１ 13:00～17:00 

H26.10.５ 
８:30～17:00 

H26.10.６ 

８:30～17:00 

H27.１.10 H27.１.13 

Ｂ H26.10.５ 

８:30～17:00 

H26.10.６ 

Ｃ 
H26.６.15 H26.６.16 

H26.10.５ H26.10.６ 

 
 

 
速やかに是正措置を講じるとともに、週休日の振

替事務について適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
週休日の振替日において教員が

勤務した件については、長期休業
中に再度振替処理を行った。 
今後、週休日において勤務命令

を行う場合には勤務時間条例及び
同規則に基づき週休日の振替が必

要なことを勤務管理を行っている
教頭に確認し、教職員には「学校
職場における勤務条件等（制度解
説）」を再確認するよう周知した
（平成28年１月７日）。 
 

【府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する規則】 
（週休日の振替等） 

第７条 条例第４条（週休日の振替等）、第６条
（時間外勤務）、第７条（宿日直勤務）及び第
10条（休日の代休日）の規定により任命権者
が行うことができるとされている事項並びに
条例第13条（年次休暇）、第14条（病気休暇）、
第15条（特別休暇）、第16条（介護休暇）及び
第17条（臨時的任用職員の休暇）の規定によ
る職員の休暇の処理については、校長が、こ
れを行う。 

 
 
【府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休
暇等に関する規則の施行について（通達）】（職

内第14号 昭和41年１月17日 大阪府教育委員
会教育長） 
６ 第７条関係(1)－ウ 

週休日に全日勤務を命ずる場合は他の全日
勤務日と振り替えるものとし、半日勤務を命
ずる場合は他の半日勤務日との振替又は半日
勤務時間の割振り変更をするものとする。 



 

 

 

 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
渋谷高等学校 

 
特別休暇（服喪休暇）について、死亡の前日から特別休

暇を承認しているものがあった。 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

続   柄 父（休暇日数：７日） 

死 亡 日 平成26年10月23日 

休暇承認日 平成26年10月22日から同月27日まで 

 
特別休暇について理解を深め、承認処理を行う際は、必ず関係規則等

を確認し、適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 
 

 
学校総務サービス課と調整の上、平成26

年10月22日から27日までの特別休暇の取
消し、10月22日の年休申請、10月23日から
27日までの特別休暇の申請及び承認を行
った。 
今後は、特別休暇（服喪）の申請及び承

認の際は、関係規則等を確認し、適正な事

務処理に努めていく。 
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年１月28日） 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例】 
第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合
には、当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。 
（略） 
(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める場合

人事委員会規則で定める期間 
 
【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則】 
第10条 条例第15条第６号の人事委員会規則で定める場合は、次
の各号に定める場合とし、同号の人事委員会規則で定める期間
は、当該各号に定める期間とする。 
（略） 
(6) 親族の喪に服する場合 別表第５に定める日数以内で必

要と認める期間 
 
別表第５（第10条関係） 

死亡した者 日数 

父母、配偶者、子  ７日 

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母  ３日 

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配
偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉
妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 

１日 

（略） 



 

 

 

 

  
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月８日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
福井高等学校 
 
 

 
特別休暇（生理休暇）について、休暇初日から連続する２日（週

休日等を含む）を超えて承認していた。      
 

取得日時 

平成27年１月30日 13時から17時まで 

平成27年２月２日 ８時30分から10時30分まで 

 

 
特別休暇について理解を深め、承認処理を行う際

は、必ず関係規則等を確認し、適正な事務処理を行わ
れたい。 
 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例】 
第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに

該当する場合には、当該各号に定める期間の特別
休暇を与えることができる。 
（略） 
(5) 女性である職員が生理のため勤務が著しく

困難である場合 １回について２日以内で必
要とする期間 

 
【学校職場における勤務条件等（制度解説）】（平成
27年４月 大阪府教育委員会） 

４ 特別休暇 
（略） 

○生理（正規職員･･･勤務時間条例第15条第５号、
臨時的任用職員･･･府立学校勤務時間規則別表

第６号） 

女子である職員が生理

のため勤務が著しく困
難である場合 

１回について２日以内

で必要とする期間 

（留意点） 
・ 承認にあたっては、生理休暇初日から連続す
る２日（週休日等を含む）の期間中で必要な期
間とする。 

・ その日に割振られた勤務時間の一部について
特別休暇を付与する場合でも、１日として取扱

う。 

 

   
本件については、過年度の事案で総務事

務システムでの是正処理をすることができ
ないため、平成28年２月10日付けで書面に
より、特別休暇の取消申請及び年次有給休
暇の取得申請を行い、出勤簿の訂正を行っ
た。 

今後、休暇等服務の取扱いについては、
関係条例、規則等の規程に基づき、適正に
対応していくよう努めていく。 



 

 

 

 

  
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成平成27年11月18日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
泉尾高等学校 
 
 

 
特別休暇（服喪休暇）について、往復に要する日数を加算す

べき事情がないにもかかわらず、半日を加算して承認し、条例
及び規則で定める日数を超えていたものがあった。 

 
                                                                          

続   柄 おば（休暇日数：１日） 

 
葬儀の場所 
 

香川県丸亀市 

休暇承認日 
平成26年４月７日から同月８日前半までの
1.5日間 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 特別休暇について理解を深め、承認処理を行う際は、必ず関
係規則等を確認し、適正な事務処理を行われたい。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成27年11月19日付で書面により特別

休暇及び年次休暇の届出等に基づき、本件
特別休暇の取得について必要な是正措置
を講じた。 
 今後、服喪休暇の遠隔地加算申請があれ
ば、申請内容について必要に応じ教職員室

へ確認の上、その適用を判断するととも
に、休暇等服務の取扱いに当たっては、条
例、規則等の関係規定に基づき適正に対応
していく。  
 
 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例】（抜粋） 
第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当す
る場合には、当該各号に定める期間の特別休暇を与える

ことができる。 
（略） 
(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定め

る場合 人事委員会規則で定める期間 
 
【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則】 
第10条 条例第15条第６号の人事委員会規則で定める場合
は、次の各号に定める場合とし、同号の人事委員会規則
で定める期間は、当該各号に定める期間とする。 
（略） 
(6) 親族の喪に服する場合 別表第５に定める日数以

内で必要と認める期間 

 
別表第５（第10条関係） 

死亡した者 日数 

父母、配偶者、子  ７日 

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母  ３日 

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、
配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄
弟姉妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 

１日 

備考 
（略） 
４ 遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した
往復日数を加算することができる。 



 

 

 

 

 

                                                 監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月４日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
槻の木高等学校 
 
 

 
１ 出退勤記録に遅参あり等となっているものが放置されていた。（13名、合計24件）。 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 

平成26年11月12日 退勤なし スリット忘れ 

平成26年12月12日 出勤なし スリット忘れ 

平成26年12月19日 遅参あり 年休入力漏れ 

平成27年２月17日 遅参あり 年休入力漏れ 

平成26年２月23日 出勤なし スリット忘れ 

Ｂ 平成26年６月24日 退勤なし スリット忘れ 

Ｃ 平成26年６月３日 退勤なし スリット忘れ 

Ｄ 平成26年７月８日 退勤なし スリット忘れ 

Ｅ 平成26年８月６日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｆ 平成26年８月12日 出退勤なし 年休入力誤り 

Ｇ 平成26年９月６日 出退勤なし 年休入力誤り 

Ｈ 平成27年１月20日 退勤なし スリット忘れ 

Ｉ 
平成27年１月16日 退勤なし スリット忘れ 

平成27年１月26日 出勤なし スリット忘れ 

Ｊ 平成27年１月14日 退勤なし スリット忘れ 

Ｋ 
平成27年２月11日 出退勤なし 休日設定漏れ 

平成27年３月５日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｌ 平成27年２月22日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｍ 

平成27年３月12日 早退あり 年休入力漏れ 

平成27年３月16日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月17日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月18日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月19日 出退勤なし 年休入力漏れ 

平成27年３月20日 出退勤なし 年休入力漏れ 

２ 職務専念義務免除願記載の内容に変更が生じたにもかかわらず、新たに承認の手
続が行われていないものがあった。 

(1) 当初の承認した職業専念義務免除の日時 
   平成26年７月４日 ８時から11時 
(2) 変更すべき職業専念義務免除の日時  

   平成26年７月４日 ８時から12時 

 
速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職員

の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱いを遵
守することを徹底されたい。今後、再発防止のため
にチェック体制の強化を図られたい。 
 

 
【学校職場における勤務条件等】 

第６章 出勤簿他 
職員本人が、システムとオンライン接続されたオ

ンラインタイムレコーダー（ＯＴＲ）のスリットに
職員証（ＩＤカード）又は出勤カードを通す方法に
より出退勤の記録を行う。 
出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力リス

ト」に掲示されるとともに、職員本人及び直接監督
責任者等の総務事務システムトップページにお知
らせ表示される（20日間）。 
直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リスト」

を確認し、必要な出勤簿修正を行うこととされてい
る。 

 
第７章 服務 
６ 職務専念義務の免除 
(1) 職免を受けようとするものは、必要な範

囲内（時間単位又は日単位）で職務専念義
務免除願を学校長に申請する。 

なお、システムを利用して手続き等を行
うことができる場合は必ずシステムにより
処理する。 

  (2) 提出を受けた学校長は、内容を確認のう
え、承認する。 

（注）・職員が承認を受けた期間の中途にお
いて職務専念義務免除願記載の内容に

変更を生じた場合は、新たに承認の手
続が必要。 

 

 

 
１及び２に該当する職員の

修正依頼票を徴取し、勤務状
況を確認の上、出勤簿訂正を
行った。 
なお、Ｇ・Ｆと２の事案に

ついては学校総務サービス課
に出勤簿修正依頼を行い、Ａ
及びＭについては前任校での

漏れであったので、それぞれ
連絡し、本人から提出のあっ
た修正依頼票を確認し修正し
た。 
 また、教職員に対しては出
退勤の記録を怠ることの無い
よう職員会議にて周知した。 
今後は毎日の出勤状況（打

刻状況）を確認し漏れがあれ
ば、本人に状況を確認するな
ど、修正の必要がある場合は
本人から依頼票を提出させ、

速やかに修正処理を行う。 
  



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
箕面東高等学校 
 

 
出退勤記録に遅参あり等となっているものが放置されていた。（21名、

合計28件）。 

職員名 日付 出勤簿表示 原因 

Ａ 平成26年５月26日 早退あり 出張入力誤り 

Ｂ 平成26年６月13日 早退あり 出張入力誤り 

Ｃ 平成26年６月21日 遅参あり 年休入力漏れ 

Ｄ 平成26年６月10日 早退あり 出張入力漏れ 

Ｅ 
平成26年７月19日 早退あり 勤務パターン登録誤り 

平成26年９月９日 早退あり 出張入力漏れ 

Ｆ 平成27年２月22日 遅参あり 年休入力漏れ 

Ｇ 平成27年２月28日 早退あり 年休入力漏れ 

Ｈ 平成27年３月30日 早退あり 年休入力漏れ 

Ｉ 
平成27年３月９日 早退あり 年休入力漏れ 

平成27年３月12日 退勤なし スリット忘れ 

Ｊ 平成27年３月27日 遅参あり 年休入力漏れ 

Ｋ 平成27年３月24日 遅参早退あり 年休入力漏れ 

Ｌ 

平成27年３月24日 早退あり 年休入力漏れ 

平成27年３月26日 退勤なし スリット忘れ 

平成27年３月31日 退勤なし スリット忘れ 

Ｍ 平成27年３月24日 退勤なし スリット忘れ 

Ｎ 平成27年３月31日 出退勤なし スリット忘れ 

Ｏ 平成27年３月16日 早退あり 年休入力漏れ 

Ｐ 平成27年３月27日 退勤なし スリット忘れ 

Ｑ 平成27年３月31日 退勤なし スリット忘れ 

Ｒ 平成27年３月30日 遅参あり 出張入力誤り 

Ｓ 平成27年３月30日 退勤なし スリット忘れ 

 
Ｔ 

平成27年３月23日 退勤なし スリット忘れ 

平成27年３月27日 退勤なし スリット忘れ 

 
速やかに必要な是正措置を講じるとともに、職

員の勤務時間、休日休暇等に関する事務の取扱い
を遵守することを徹底されたい。今後、再発防止
のためにチェック体制の強化を図られたい。 
 

【学校職場における勤務条件等】 
第６章 出勤簿他 
職員本人が、システムとオンライン接続され

たオンラインタイムレコーダー（ＯＴＲ）のス
リットに職員証（ＩＤカード）又は出勤カード
を通す方法により出退勤の記録を行う。 
 出勤の記録がない場合「遅参・早退・未入力
リスト」に掲示されるとともに、職員本人及び
直接監督責任者等の総務事務システムトップペ
ージにお知らせ表示される（20日間）。 
 直接監督責任者は、「遅参・早退・未入力リス
ト」を確認し、必要な出勤簿修正を行うことと
されている。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
監査の結果を受け、速やかに是正措置を

行った。 

また、監査後の職員会議で、改めて出退
勤打刻や速やかに各種届出等を行うことに
ついて徹底を図った。（平成28年２月29日） 
今後、服務管理に当たっては、出退勤の

確認を徹底し、関係する規定に基づき適正
な事務処理に努める。 
 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月５日） 

 
 

平成27年３月30日 遅参あり 年休入力漏れ 

平成27年３月31日 遅参あり 年休入力漏れ 

Ｕ 平成27年３月26日 遅参あり 年休入力漏れ 
 



 

 

 

 

  

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年１月14日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
たまがわ高等支援学校 

 
特別休暇（服喪休暇）について、配偶者の母が生計

を一にする姻族ではなかったにもかかわらず、７日で
承認したため、条例・規則で定める日数を超えていた
ものがあった。 
                                                                          

続   柄 配偶者の母（休暇日数：３日） 

休暇承認日 
平成26年６月18日から同月24日まで
の７日間 

 

 
 特別休暇について理解を深め、承認処理を行う際は、必ず関係規則等
を確認し、適正な事務処理を行われたい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
誤って日数を超えて承認した特

別休暇については、取り消し、年次
休暇として処理を行った。 
今後、特別休暇の承認処理を行う

際は、関係規則等を確認し、適正な
事務処理に努める。 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例】 
第15条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に
は、当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。 

（略） 
(6) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会規則で定める場合 

人事委員会規則で定める期間 
 
【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則】 
第10条 条例第15条第６号の人事委員会規則で定める場合は、次の各
号に定める場合とし、同号の人事委員会規則で定める期間は、当該
各号に定める期間とする。 
（略） 
(6) 親族の喪に服する場合 別表第５に定める日数以内で必要と

認める期間 
 

別表第５（第10条関係） 

死亡した者 日数 

父母、配偶者、子  ７日 

祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母  ３日 

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖父母の配偶者、配
偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉
妹、おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者 

１日 

備考 
１ 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる 
（略） 



 

 

 

 

公有財産台帳の登載誤り 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月８日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
福井高等学校 
 
 

 
資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことに要した支出は資産として

計上する必要がある。しかし、以下の工事について、設備を更新し、資産と
計上すべきにもかかわらず、公有財産台帳に登録されていなかった。 
 

工事名称 財産名称 請負金額 

音楽教室空調設備取替

改修工事 
建物：校舎棟 466,560円 

 

 
保有資産の実態を公有財産台帳において

適切に表すため、速やかに修正を実施され
たい。 
 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（台帳の異動登録） 

第５条 財産の所管換え、増改築、売払
い等（以下「異動」という。）により、
台帳に記載する内容に数量等の増減や
事項の補正等の必要が生じた場合は、
速やかにシステムを用いて当該内容の
増減登録や事項修正登録を行うものと
する。（以下略） 

 
別表４ 固定資産計上基準表 
（固定資産計上の基本方針） 
２．取得後に、当該資産の価値を高め、
又はその耐久性を増すことに要した支

出は資産として計上する。 
 

 
 

 
 本件工事に係る支出を資産として公有
財産台帳に登載することにより、是正を
行った。 
 今後は、財産活用課等、関係機関の指
導を受けながら、大阪府公有財産台帳等
処理要領の規定にのっとり、適正な事務

処理に努める。 

【職員の給与に関する条例】 

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

(1)・(2)（略） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転

車等を使用することを常例とする職員（略) 

２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の１日からその月以後



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月９日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
藤井寺高等学校 
 
 
 

 
公有財産台帳に本来、工作物として登録されるべきものが、建物とし

ての要件を備えていないにもかかわらず、建物として登録されていたも
のがあった。 
  

台帳登録 
財産名称 取得価格 

正 誤 

工作物 建 物 自転車置場（壁無） 3,065,000円 

 
 
 

 
財産の台帳登録に係る処理については、速やかに修正を実施すると

ともに、今後は適正な事務処理を行われたい。 
 

【大阪府公有財産規則】 
（公有財産台帳） 
第15条  

２ 部局長等は、その所管する公有財産について、知事が別に定
めるところにより公有財産台帳を備えなければならない。 

 
【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（台帳の登録単位） 
第３条 前条に規定する財産の台帳登録にあたっては、施設単位
で作成するものとし、その施設を構成している土地、建物、工
作物などについて、次の各号に掲げる単位ごとに登録を行う。 
(2) 建物 

棟を一の単位とする。 
(3) 工作物 

それぞれの種目を一の単位とする。 

 
【公有財産事務の手引】 
第２ 台帳整備 
１ 台帳への登録 
(2) 建物等の定義 

① 建物 
建物とは、屋根及び周壁又は、これと同等のものを有し、

土地に定着した建築物であって、その目的とする用途に供

する状態にあるものをいう（以下略） 
(3) 留意点 

① 独立した建物として扱うもの 
・屋根及び三方以上に側壁を有する自転車置場、車庫等 

 

 
公有財産台帳に誤って

建物として登録されてい
る部分を修正し、新たに工
作物として登録した。（平
成28年３月23日付） 
今後は、大阪府公有財産

規則等に基づき適切に事
務処理を行う。 
 



 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月８日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
農芸高等学校 

 
資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことに要した支

出は資産として計上する必要がある。しかし、以下５件の工
事について、設備を更新し、資産と計上すべきにもかかわら
ず、公有財産台帳に登録されていなかった。 
 
 

工事名称 財産名称 請負金額 

給湯器設備取替工事 建物：畜産加工実習
棟 

272,808円 

空調設備取替工事 建物：特別教室棟 376,121円 

親時計設備（校内チ
ャイムシステム）の
取替工事 

建物：本館 
426,600円 

堆肥発酵化装置投入
口の改修工事 

工作物：雑工作物（発
酵堆肥化装置） 

280,584円 

電話配線替工事 工作物：電信電話電
力線路 

1,062,720
円 

    
 

 

 
保有資産の実態を公有財産台帳において適切に表すた

め、速やかに修正を実施されたい。 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
平成28年２月12日に公有財産台帳に登録

を行い、また、財務会計システムについても、
同月15日に修正処理を行った。 
 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（台帳の異動登録） 
第５条 財産の所管換え、増改築、売払い等（以下

「異動」という。）により、台帳に記載する内容に
数量等の増減や事項の補正等の必要が生じた場合
は、速やかにシステムを用いて当該内容の増減登

録や事項修正登録を行うものとする。（以下略） 
 
別表４ 固定資産計上基準表 
（固定資産計上の基本方針） 
２．取得後に、当該資産の価値を高め、又はその耐
久性を増すことに要した支出は資産として計上す
る。 



 

 

 

 

  

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月17日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
箕面支援学校 
 
 

 
１ 下記の借用財産について、公有財産台帳に借用登録していなかった。

  

種
別 

所在地 借用数量 借用目的 

土
地 

箕面市船場東３丁目98番１ 
ほか 

1,627.15㎡ 学校グラウンド 

土
地 

箕面市船場東３丁目15番１ ２基 
学校案内用 
オーバーハング看板 

 
２ 公有財産台帳の登録内容に誤りがあった。 

 
台帳登録 

財産名称 
正 誤 

工作物 
建物に含
む 

ネットフェンス 

備 品 工作物 受付ボックス（※） 

 
 
 
 
 
 

（※）地面に固定されておらず、移動が可能な状態にある。 

 

 
保有資産等の実態を公有財産台帳において適切に表すため、公有財

産台帳への登録や登録内容の修正を行うとともに、今後は適正な事務
処理を行われたい。 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
(借用財産) 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家（借建物）

の契約等を行ったときは、借用財産としてシステムを用いて借用
登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 
第２章 公有財産の取得 
第３節 借 用 

府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産（土地、建物
など）を許可又は契約（賃貸借契約､使用貸借契約）により借り
受けることをいう。 
借用財産は、公有財産ではないが、借用財産の内容を明確に把

握するためにも借用（物件）台帳を整備しておくこと。 
 

第３章 公有財産の管理事務 
第２節 公有財産台帳の整備 
第２ 台帳整備 

１ 台帳への登録 
(2)  建物等の定義 

② 工作物 
工作物とは、土地の定着物（立木を除く。）のうち、

建物以外のもので継続して独立の効用を果たすもの
をいう。 
土地の定着物とは、土地に固定的に付着して容易 

に移動しえないものであって土地から分離すれば、
当該財産としての効用を果たさないものをいう。（例
＝ネットフェンス等） 

 

 
借用財産については、

公有財産台帳に借用登
録をした。ネットフェン
スについては、工作物に
登録した。受付ボックス
については、工作物から

物品に異動し、工事費を
除く本体価格397,950円
で備品登録をした。 
今後は関係諸規則に

基づき適正な事務処理
を行う。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月19日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
羽曳野支援学校 
 

 
下記の借用財産について、公有財産台帳に借用登録をしていなかった。 

  

種別 
所在地 
（施設名） 

借用数量 借用目的 

土地 

羽曳野市はびきの３丁目７－１ 

（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センタ
ー） 

4,923.89㎡ 校舎敷地 

建物 
大阪市住吉区万代東３丁目１－56 
（大阪府立急性期・総合医療センター） 

73.47㎡ 教室及び職員室 

建物 
和泉市室堂町840        
（大阪府立母子保健総合医療センター） 

60.28㎡ 職員控室 

建物 
堺市南区原山台２丁７－１     （近畿
大学医学部堺病院） 

66.60㎡ 教室及び職員室 

建物 
堺市北区長曽根町1179－３     
（大阪労災病院） 

67.94㎡ 教室及び職員室 

建物 
大阪狭山市大野東377－２    
（近畿大学医学部付属病院） 

49.80㎡ 教室及び職員室 

建物 
堺市中区八田南之町277     
（医療法人杏和会阪南病院） 

110.92㎡ 教室及び職員室 

 

 
速やかに公有財産台帳に登録するとともに、今後は、関

係規則等に基づき適正な事務処理を行われたい。 
 

 

【大阪府公有財産台帳等処理要領】 
（借用財産） 
第18条 部局長等は、所管事業にかかわる借地及び借家

（借建物）の契約等を行ったときは、借用財産として
システムを用いて借用登録を行うものとする。 

 
【公有財産事務の手引】 
第２章 公有財産の取得 
第３節  借用 

府が行政遂行の手段として､他者の所有する財産
（土地、建物など）を許可又は契約（賃貸借契約､使
用貸借契約）により借り受けることをいう。 
借用財産は、公有財産ではないが、借用財産の内容

を明確に把握するためにも借用（物件）台帳を整備し
ておくこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
監査結果通知受理

後、速やかに左記の借
用財産を公有財産台帳
に登録した。 
今後は、関係諸規則

に基づきかかることの

ないよう適正な事務処
理を行う。 



 

 

 

 

備品管理の不備 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月１日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
北野高等学校 
 
 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品ラベルの貼付

に関し、以下の不備があった。 
 

物品番号 備品名 不備の内容 

050076870000 プラズマ電子情
報ボード 

備品ラベルの番号が、備品出納簿上の物
品番号と異なっていた。 

100026700000 プラズマ電子情
報ボード 

備品ラベルが貼付されていなかった。 
 

 
 備品出納簿と現物（備品ラベル）を一致させる
ととともに、今後は適正な事務処理を行われたい。 

 

【大阪府財務規則】 
第74条 （略） 
２ 物品管理者は、その管理する備品には、細

分類、番号及び課又は出先機関名の表示をし
なければならない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 
第74条関係 

規則第74条第２項の「表示」は、品名、番号、
所属等を記載したラベルを備品の見やすいとこ
ろに貼付けて行うものとする。ただし、その性
質、形状、用途によってこれにより難いときは、
他の方法によりこれに代えることができるもの
とする。 
 

 

 
プラズマ電子情報ボードについて、正

しい物品番号が記載された備品ラベル
を貼付した。 
今後は、大阪府財務規則に基づき、適

切に管理を行う。 
 

 
 



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
茨木西高等学校 
 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品出納簿に

登載されているにもかかわらず現物が確認できないものがあった。 
 

 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

機械器具類 
計器測量器具 

昭和51年９月30日 １ 211,000円 
電動濾紙塵埃計 

機械器具類 
計器測量器具 

昭和51年９月30日 １ 110,000円 
指示騒音計 

機械器具類 
ＯＡ器具類 

平成15年３月31日 １ 164,850円 
パソコン 

 

 
現物が存在しない原因を調査の上、備品出納簿を修正する

など、必要な是正処理を行われたい。 
今後、定期的に備品出納簿と現物の照合確認を行うととも

に、廃棄に当たっては不用決定や備品出納簿記載を欠くこと
のないよう、適正な事務処理を行われたい。 
 

【大阪府財務規則】 
（物品の出納の通知及び帳簿の記載） 
第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要
があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出
納の通知をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備
え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならな
い。 
(1) 備品出納簿（様式第39号） 
(2)～(7) （略） 

（不用の決定及び不用品の処分） 
第87条 知事又は物品の処分に関する事務を委任された

者は、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物
品で保存の必要がないものについては、不用品調書（様
式第49号）を作成の上不用の決定をしなければならな
い。 

２ 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲渡、
廃棄その他の処分をしなければならない。 

 
【備品管理の適正化について】 
（平成23年７月13日 施設財務課長通知） 
標記について、平成22年度監査の結果、大阪府監査委

員より別添のとおり多くの学校において備品の管理が的
確に行われていないとの意見が出されました。 
特に備品出納簿に登載されているにもかかわらず現物

がないもの、老朽化等のため使用されていないもの、取
得備品を備品出納簿に登載していないなどの不備が指摘
されています。 
ついては、備品の適正な管理を図るため、下記により

備品の管理を徹底されるようお願いします。 
（略） 

 
 当該物品については、過年度に
廃棄していたが不用の決定等の手
続を行っていないことが判明した
ことから、改めて不用の決定の手
続を行い備品出納簿の修正を行っ
た。 

 物品の廃棄をするときは事前に
備品出納簿と現物の照合確認を行
うよう教職員に周知した。 
 また、次年度以降は、「適正な物
品管理事務手続きについて（平成
28年３月18日付け総務部契約局長
通知）に基づき、物品の実査を定
期的に実施し、物品の適正な管理
を行っていく。 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月26日） 

４ 照合確認 府財務規則第88条の規定に基づき、物品
増減通知等を作成するときなどに物品管理者、物品取
扱責任者は備品出納簿と備品を定期的に実査し、照合
確認等すること。 

 
【適正な会計事務手続きの徹底について】 
（平成24年３月31日 会計局長通知） 
 （略） 
１ 物品の管理等の適正化について 
 ① （略） 
 ② 備品の実査 備品の現物と台帳との確認について

は、各所属に応じた周期を定め（所管する備品が少
ない所属では毎年、多い所属では毎年３分の１ずつ
３年周期とするなど）、定期的に実査を行い、その結
果を記録し保管しておくこと。 

 
 



 

 

 

 

  

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月25日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
勝山高等学校 
 

 
 平成26年度に増加した備品３点全てに備品ラベル 
が貼付けされていなかった。 
 

増加理由 備品名 物品番号 

購入 
業務用厨房機器 
  ガスフライヤー 

140051300000 

購入 業務用冷凍庫 140055530000 

寄附採納 体育館舞台幕 140113810000 

 

 

 
備品出納簿と現物の照合を確実にするため、備品

ラベルを貼付けされたい。 
 

【大阪府財務規則】 
第74条 （略） 
２ 物品管理者は、その管理する備品には、細

分類、番号及び課又は出先機関名の表示をし
なければならない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
平成27年11月27日に、備品ラベルを業務用厨房

機器ガスフライヤー及び業務用冷凍庫は本体に、
体育館舞台幕は舞台袖の壁面に各々貼付した。 



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
阿倍野高等学校 
 
 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品出納簿に

登載されているにもかかわらず現物が確認できないものがあった。 
 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

家具什器
類 

その他器具類 昭和61年３月25
日 

１ 166,000円 
モニターテレビ 

家具什器
類 

その他器具類 昭和61年３月25
日 

１ 166,000円 
モニターテレビ 

家具什器
類 

その他器具類 昭和57年11月26
日 

１ 108,000円 
ビデオコーダー 

家具什器
類 

その他器具類 昭和61年３月28
日 

１ 134,000円 
ビデオコーダー 

家具什器

類 

その他器具類 昭和46年12月27

日 
１ 150,000円 

ビデオ 

家具什器
類 

その他器具類 平成11年２月24
日 

１ 175,350円 
ビデオ 

家具什器
類 

その他器具類 平成７年11月20
日 

１ 146,000円 
ビデオ 

家具什器
類 

その他器具類 
昭和61年３月25
日 

１ 187,500円 ＶＴＲリモコン装
備 

機械器具
類 

ＯＡ器具類 平成６年４月11
日 

１ 508,428円 
パソコン一式 

機械器具
類 

ＯＡ器具類 平成７年３月31
日 

１ 599,872円 
パソコン一式 

機械器具
類 

ＯＡ器具類 平成９年３月25
日 

１ 224,746円 
パソコン一式 

 
現物が存在しない原因を調査の上、備品出納簿を

修正するなど、必要な是正処理を行われたい。 
今後、定期的に備品出納簿と現物の照合確認を行

うとともに、廃棄に当たっては不用決定や備品出納
簿記載を欠くことのないよう、適正な事務処理を行
われたい。 

 

【大阪府財務規則】 
大阪府財務規則 
（物品の出納の通知及び帳簿の記載） 
第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出し
の必要があるときは、出納員に物品の分類を明
らかにして出納の通知をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳
簿を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しな
ければならない。 
(1) 備品出納簿（様式第39号） 
(2)～(7) （略） 

（不用の決定及び不用品の処分） 
第87条 知事又は物品の処分に関する事務を委
任された者は、使用する必要がない物品又は使
用に耐えない物品で保存の必要がないものに

ついては、不用品調書（様式第49号）を作成の
上不用の決定をしなければならない。 

２ 前項の規定により不用の決定をした物品は、
譲渡、廃棄その他の処分をしなければならな
い。 

 
【備品管理の適正化について】（平成23年７月13 
日 施設財務課長通知） 
標記について、平成22年度監査の結果、大阪府

監査委員より別添のとおり多くの学校において
備品の管理が的確に行われていないとの意見が
出されました。 
特に備品出納簿に登載されているにもかかわ

らず現物がないもの、老朽化等のため使用されて
いないもの、取得備品を備品出納簿に登載してい 

 
今回の是正を受け、本校の全室を調査

し、全備品について徹底調査を実施した。 
 備品出納簿とは別に、本校独自の「備品
管理一覧」を作成し、配置場所（保管室等）
ごとに備品が確認できるよう管理を徹底
した。 

 今回の実地監査で現物を確認できなか
った備品及び老朽化等により使用不可と
なった備品について不用の決定をし、備品
出納簿を修正した。 
 今後、このようなことがないよう、備品
購入時、年度末、室の使用目的変更等の機
会において逐次備品出納簿と現物の確認
を行う。 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月16日） 

 
 

ないなどの不備が指摘されています。 
ついては、備品の適正な管理を図るため、下記

により備品の管理を徹底されるようお願いしま
す。 
（略） 

４ 照合確認 府財務規則第88条の規定に基づ
き、物品増減通知等を作成するときなどに物品
管理者、物品取扱責任者は備品出納簿と備品を
定期的に実査し、照合確認等すること。 

 
【適正な会計事務手続きの徹底について】（平成

24年３月31日 会計局長通知） 
 （略） 
１ 物品の管理等の適正化について 
 ① （略） 
 ② 備品の実査 備品の現物と台帳との確認

については、各所属に応じた周期を定め（所
管する備品が少ない所属では毎年、多い所属
では毎年３分の１ずつ３年周期とするな
ど）、定期的に実査を行い、その結果を記録
し保管しておくこと。 

 



 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
泉陽高等学校 
 
 
 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品出納簿に登録さ

れているにもかかわらず、現物が確認できないものがあった。 
 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

家具什器類 
箱類 

昭和59年３月31日 １ 114,000円 
プラント・ボックス 

家具什器類 
箱類 

昭和59年３月31日 １ 114,000円 
プラント・ボックス 

機械器具類 
通信器具類 

昭和46年３月24日 １ 250,000円 
アンプ 

 

  
現物が存在しない原因を調査の上、備品出納簿を修正

するなど、必要な是正処理を行われたい。 
今後、定期的に備品出納簿と現物の照合確認を行うと

ともに、廃棄に当たっては不用決定や備品出納簿記載を
欠くことのないよう、適正な事務処理を行われたい。 

 

【大阪府財務規則】 
第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必
要があるときは、出納員に物品の分類を明らかにし
て出納の通知をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を
備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければな
らない。 
(1) 備品出納簿（様式第39号） 
(2)～(7) （略） 

第87条 知事又は物品の処分に関する事務を委任され
た者は、使用する必要がない物品又は使用に耐えな
い物品で保存の必要がないものについては、不用品

調書（様式第49条）を作成の上不用の決定をしなけ
ればならない。 

２ 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲渡、
廃棄その他の処分をしなければならない。 

 
【備品管理の適正化について】 
（平成23年７月13日 施設財務課長通知） 
標記について、平成22年度監査の結果、大阪府監査

委員より別添のとおり多くの学校において備品の管理
が的確に行われていないとの意見が出されました。 
特に備品出納簿に登載されているにもかかわらず現

物がないもの、老朽化等のため使用されていないもの、

取得備品を備品出納簿に登載していないなどの不備が
指摘されています。 
ついては、備品の適正な管理を図るため、下記によ

り備品の管理を徹底されるようお願いします。 
（略） 

４ 照合確認 府財務規則第88条の規定に基づき、物 

 
現物を確認できなかった３

品目に関して原因調査を行っ
たところ、既に廃棄済みである
ことが判明したので、不用の決
定を行った。 
また、他にも同様の事案がな

かったか備品調査を実施し、現
物を確認した。（平成28年１月
26日） 
今後、定期的に備品調査を行

い適正な事務処理を行う。 
 
 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月10日） 

品増減通知等を作成するときなどに物品管理者、物品
取扱責任者は備品出納簿と備品を定期的に実査し、
照合確認等すること。 

 
【適正な会計事務手続きの徹底について】 
（平成24年３月31日 会計局長通知） 
 （略） 
１ 物品の管理等の適正化について 
 ① （略） 
 ② 備品の実査 備品の現物と台帳との確認につい

ては、各所属に応じた周期を定め（所管する備品

が少ない所属では毎年、多い所属では毎年３分の
１ずつ３年周期とするなど）、定期的に実査を行
い、その結果を記録し保管しておくこと。 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
伯太高等学校 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品出納簿に登載され

ているにもかかわらず現物が確認できないものがあった。 
 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

家具什器類 
その他器具類 

昭和53年10月５日 １ 103,200円 
オープンデッキ 

機械器具類 
ＯＡ器具類 

平成14年８月６日 １ 155,400円 
ノートパソコン 

 

 
現物が存在しない原因を調査の上、備品出納簿を修

正するなど、必要な是正処理を行われたい。 
今後、定期的に備品出納簿と現物の照合確認を行う

とともに、廃棄に当たっては不用決定や備品出納簿記
載を欠くことのないよう、適正な事務処理を行われた
い。 

 

【大阪府財務規則】 
大阪府財務規則 
（物品の出納の通知及び帳簿の記載） 
第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの
必要があるときは、出納員に物品の分類を明らか
にして出納の通知をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿
を備え、受入れ又は払出しの事実を記載しなけれ
ばならない。 
(1) 備品出納簿（様式第39号） 
(2)～(7) （略） 

（不用の決定及び不用品の処分） 

第87条 知事又は物品の処分に関する事務を委任
された者は、使用する必要がない物品又は使用に
耐えない物品で保存の必要がないものについて
は、不用品調書（様式第49号）を作成の上不用の
決定をしなければならない。 

２ 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲
渡、廃棄その他の処分をしなければならない。 

 
【備品管理の適正化について】（平成23年７月13日 
施設財務課長通知） 
標記について、平成22年度監査の結果、大阪府監

査委員より別添のとおり多くの学校において備品

の管理が的確に行われていないとの意見が出され
ました。 
特に備品出納簿に登載されているにもかかわら

ず現物がないもの、老朽化等のため使用されていな
いもの、取得備品を備品出納簿に登載していないな
どの不備が指摘されています。 

 
当該備品については、過年度

に廃棄したが、その時に不用の
決定を行っていなかったことか
ら、改めて不用の決定を行い、
備品出納簿を修正した。 
 今後は、備品出納簿と現物の

確認を定期的に実施し、廃棄に
当たっては適正に処理を行い、
備品の適正な管理を行う。 
  



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年10月26日） 

ついては、備品の適正な管理を図るため、下記によ
り備品の管理を徹底されるようお願いします。 
（略） 
４ 照合確認 府財務規則第88条の規定に基づき、
物品増減通知等を作成するときなどに物品管理
者、物品取扱責任者は備品出納簿と備品を定期的
に実査し、照合確認等すること。 

 
【適正な会計事務手続きの徹底について】（平成24
年３月31日 会計局長通知） 
（略） 

１ 物品の管理等の適正化について 
 ① （略） 
 ② 備品の実査 備品の現物と台帳との確認に

ついては、各所属に応じた周期を定め（所管す
る備品が少ない所属では毎年、多い所属では毎
年３分の１ずつ３年周期とするなど）、定期的
に実査を行い、その結果を記録し保管しておく
こと。 

 

 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月４日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
槻の木高等学校 

 
平成26年度に取得した下記備品について、

備品出納簿上の受入理由は購入となってい
るが、教育委員会事務局施設財務課から管理
換えされたものであった。 
 
 

品 名 
備品出納簿上の受入理由 

誤 正 

シュレッダー 購入 管理換 

 

 
速やかに必要な是正措置を講じるとともに、物品に関する事務のルール等について周知徹底

を図り、適正な事務処理に努められたい。 
 

【物品実務マニュアル第２章第３節１の(1)】 
（受入理由と内容） 

受入理由 内容 

購入 「入札」及び「公開見積合せ」以外で購入した物品 

寄附 「寄附採納受領」した物品の情報取込 

管理換 本庁で購入等を行い、帳簿の記載を省略した場合の予算執行機関の受入理由 

  

 
 
 
 

 
 当初、所管課に確認したと
ころ「購入」での記載との指
示を受けていたが、監査の指
摘を受け再度確認したところ
「管理換」に該当すると判明
したため、備品出納簿を修正

した。 
 今後は、物品実務マニュア
ルに基づき、適正な物品の管
理に努める。 
 



 

 

 

 

  

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
藤井寺工科高等学校 
 
 

 
備品出納簿と現物の照合確認を抽出により行ったところ、備品出納簿に登

載されているにもかかわらず現物が確認できないものがあった。 
 

品種 
品目 

当初受入年月日 数量 金額 
商品名 

機械器具類 
計器測量器具 

昭和45年３月20日 １ 340,000円 
測定器 

機械器具類 
機械類 

昭和39年３月14日 １ 345,000円 
フライス盤 

機械器具類 
機械類 

昭和39年３月25日 １ 150,000円 
フライス盤 

家具什器類 
その他器具類 

平成２年５月９日 １ 128,544円 
テレビ 

家具什器類 
その他器具類 

平成５年９月16日 １ 200,000円 
テレビ 

 

 
現物が存在しない原因を調査の上、備品出納簿を修正す

るなど、必要な是正処理を行われたい。 
今後、定期的に備品出納簿と現物の照合確認を行うとと

もに、廃棄に当たっては不用決定や備品出納簿記載を欠く
ことのないよう、適正な事務処理を行われたい。 
 

【大阪府財務規則】 
大阪府財務規則 
（物品の出納の通知及び帳簿の記載） 
第80条 物品管理者は、物品の受入れ又は払出しの必要
があるときは、出納員に物品の分類を明らかにして出
納の通知をしなければならない。 

２ 前項の通知を受けた出納員は、次に掲げる帳簿を備
え、受入れ又は払出しの事実を記載しなければならな
い。 
(1) 備品出納簿（様式第39号） 
(2)～(7) （略） 

（不用の決定及び不用品の処分） 

第87条 知事又は物品の処分に関する事務を委任された
者は、使用する必要がない物品又は使用に耐えない物
品で保存の必要がないものについては、不用品調書（様
式第49号）を作成の上不用の決定をしなければならな

い。 
２ 前項の規定により不用の決定をした物品は、譲渡、
廃棄その他の処分をしなければならない。 

 
【備品管理の適正化について】（平成23年７月13日 施設 
財務課長通知） 
標記について、平成22年度監査の結果、大阪府監査委

員より別添のとおり多くの学校において備品の管理が的
確に行われていないとの意見が出されました。 

特に備品出納簿に登載されているにもかかわらず現物
がないもの、老朽化等のため使用されていないもの、取
得備品を備品出納簿に登載していないなどの不備が指摘
されています。 
ついては、備品の適正な管理を図るため、下記により

備品の管理を徹底されるようお願いします。 

 
指摘を受けた備品につい

て存在しない原因を調査し
たところ、既に廃棄処分され
ていたことが判明したので、
これらの廃棄備品について
不用の決定を行った。また、

職員会議において備品の管
理を適切に行うよう注意喚
起を行った。 
 今後、備品の管理について
は、チェックシートなどを用
い定期的な確認を行うとと
もに、保存の必要のない備品
について、不用の決定を行う
など適正な事務処理に努め
る。 



 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月17日）

（略） 
４ 照合確認 府財務規則第88条の規定に基づき、物品
増減通知等を作成するときなどに物品管理者、物品取
扱責任者は備品出納簿と備品を定期的に実査し、照合
確認等すること。 

 
【適正な会計事務手続きの徹底について】（平成24年３月
31日 会計局長通知） 
（略） 

１ 物品の管理等の適正化について 
 ① （略） 

 ② 備品の実査 備品の現物と台帳との確認について
は、各所属に応じた周期を定め（所管する備品が少
ない所属では毎年、多い所属では毎年３分の１ずつ
３年周期とするなど）、定期的に実査を行い、その結
果を記録し保管しておくこと。 

   
 

 
 



 

 

 

 

郵券類管理簿の不備 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月５日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
箕面東高等学校 

 
郵券類の使用に際し記入する郵券類管理簿には、

受払年月日、宛先、用件、使用する郵券類の種類等
の記入欄があるが、平成26年度は８件（合計2,429
円）、平成27年度は３件（合計1,312円）について、
使用者欄が空欄のままとなっていた。 
 

 
郵券類管理簿の適正な記載を徹底されたい。 

 

【大阪府財務規則】 
（物品の保管及び管理） 
第82条 （略）    
２ 物品取扱責任者は、物品（使用中のものに限

る。）を良好な状態で管理しなければならない。 
 
【大阪府財務規則の運用】 
第82条関係 
３ 物品取扱責任者が使用中の郵券類を管理する
場合は郵券類管理簿（様式24号その３）により、
行うものとする。 

 

 
 
 
 

 

 
監査の結果を受け、郵券類管理簿について速や

かに修正した。 
また、監査後の職員会議で、改めて郵券類管理

簿を正しく、記載するよう徹底を図った。（平成28
年２月29日） 
今後郵券類管理簿の記載に当たっては、記載す

べき事項の確認を徹底し、関係する規則等に基づ
き適正な事務処理に努める。 
 



 

 

 

 

公有財産管理の不備 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年１月19日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
りんくう翔南高等学校 
 
 

 
学校の敷地内に行政財産の使用許可又は使用承認の手続を

行っていない物件が設置されていた。 
 

設置者 使用目的 数量 

泉南市 
カーブミラー １ 

避難所表示板 ２ 

泉南警察署 交通標識 ３ 

 

 
設置者に対して速やかに使用許可又は使用承認の申請手続を行うよう求

めるとともに、今後は大阪府公有財産規則を十分に理解し、適正な事務処理
を行われたい。 

 

【大阪府公有財産規則】 
（定義） 
第２条この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 
(1)～(7) （略） 
(8) 使用承認 他の部局長等又は同一部局長の所管内における 

他の課等に公有財産を使用させることをいう。 
（管理の原則） 
第14条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に
運用しなければならない。 

（使用許可の申請手続） 
第24条 行政財産の使用の許可を申請する者があるときは、その者から行
政財産使用許可申請書（様式第４号）を提出させなければならない。た
だし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 

【公有財産事務の手引】 
第３章 公有財産の管理事務 
（略） 
第９ 使用承認 
１ （略） 
２ 使用承認の留意点 
  (1)・(2) （略） 
  (3)同じ会計間における使用承認のうち、 

① 行政財産を使用承認する場合については、規則§23、§24、§
25、§31を準用すること。 
この場合においては、使用料を徴収しないものとする。 

  （以下略） 

 

 
カーブミラー、避難

所表示板については、
泉南市からの行政財産
使用許可申請を受け、
使用許可した。 
また、交通標識につ

いては、泉南警察署に
おいて、交通標識２枚
を撤去し、他の１枚を
敷地外に移設した。 
  
 
 



 

 

 

 

財務諸表の計上科目の誤り 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月12日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
西野田工科高
等学校 
 
 

 
大阪府財務諸表作成基準により財務諸表を作成するに当たっては、その前提とし

て、公有財産台帳等管理システムで管理する資産に関する情報が正確でなければな
らない。そのため、財産の異動があった場合には、同システムを用いて増減登録を
行う必要がある。 
しかし、建物に含まれていた材料置場を工作物に種別替えを行った際、システム

に異動後の取得価格を誤って登録したため、公有財産台帳において資産が過小とな

り、貸借対照表や行政コスト計算書等の財務諸表が正確なものとなっていなかっ
た。 
 
 

財産名称 誤 正 差引 

新館 235,756,822円 4,360,258,822円 ▲4,124,502,000円 

 
 

 
今後、貸借対照表等の財務諸表の作成においては、誤った情

報を提供することとならないよう、公有財産台帳等管理システ
ムで管理する資産に関する情報管理を徹底し、適正な事務手続
を行われたい。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
公有財産台帳に誤っ

た金額で登載していた
資産価格を修正登録し
た。 
今後は、大阪府公有財

産規則及び公有財産台

帳等処理要領を確認し
ながら、事務処理を行う
とともに、誤った情報を
登録しないよう情報管
理を徹底する。 

【公有財産台帳等処理要領】 

（台帳の異動登録） 
第５条 財産の所管換え、増改築、売払い等（以下「異動」

という。）により、台帳に記載する内容に数量等の増減や
事項の補正等の必要が生じた場合は、速やかにシステム
（注：公有財産台帳等管理システム）を用いて当該内容
の増減登録や事項修正登録を行うものとする。（以下略） 

（他のシステムとの連携） 
第21条 作成基準第７条に規定する財務諸表等の作成にあ

たっては、システムで管理する資産に関する情報を、正
確に財務会計システムに提供しなければならない。 



 

 

 

 

有効期間を経過した計量器の使用 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成28年２月１日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
北野高等学校 
 
 

 
計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子メーター） 

について、検定証印等の有効期間を経過したものは使用しては 
ならないとされている。 
行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業に伴うガス

料金について、計量器（子メーター）により使用量を計量し、
使用者（食堂業者）から負担金を徴収しているが、検定証印等

の有効期間を経過した計量器（子メーター）を使用していた。 
 

計量器（子メーター）確認日 平成28年２月１日 

計量器の種類 有効期間の終期 

ガス子メーター １台 平成27年８月 

 
 
 

 
検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を新

しいものに取替えるなど、必要な是正処理を行われたい。 
 

【計量法】 
（使用の制限）  
第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積

載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及
び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明に
おける法定計量単位による計量（第２条第１項第２号に掲
げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第６条
の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第18
条、第19条第１項及び第151条第１項において同じ。）に使
用し、又は使用に供するために所持してはならない。  
(1)・(2) （略） 
(3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１

項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証
印等」という。）が付されているものであって、検定証
印等の有効期間を経過したもの  

２・３ （略） 
 

 

 
平成28年３月18日に食堂厨房用ガス子

メーターを取替え、更新した。 
今後は、定期的に検定証印等の有効期間

の確認を行う。 
 
 



 

 

 

 

  

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年11月26日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
茨木西高等学校 

 
計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子メーター）に

ついて、検定証印等の有効期間を経過したものは使用してはなら
ないとされている。 
行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業及び自動販売

機の設置に伴う電気・ガス料金について、計量器（子メーター）
により電気等の使用量を計量し、使用者（食堂等業者）から負担

金を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過した計量器
（子メーター）を使用しているものがあった。 
 
 

計量器（子メーター）確認日 平成27年11月26日 

計量器の種類 有効期間の終期 

電気子メーター １台 平成26年11月 

ガス子メーター １台 平成27年９月 

 
 

 
 
 

 

 
検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）を新しい

ものに取替えるなど、必要な是正処理を行われたい。 
 

【計量法】 
（使用の制限）  
第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫水により積載し

た貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で
定める特定計量器を除く。）は、取引又は証明における法定計
量単位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物象の状態の
量であって政令で定めるものの第６条の経済産業省令で定め
る計量単位による計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151
条第１項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために
所持してはならない。  
(1)・(2) （略） 
(3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の

検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」と
いう。）が付されているものであって、検定証印等の有効期
間を経過したもの  

２・３ （略） 
 

 

  
電気子メーターについて

は、電気工事会社に連絡し、
平成27年12月10日に新しい計
量器との取替えを行った。 
 また、ガス子メーターにつ
いては、有効期限を確認した

ところ平成27年９月であった
ため、平成28年１月14日に新
しい計量器との取替えを行っ
た。 
今後は計量法等を順守し、

有効期間を経過することがな
いよう計量器の取替えを実施
する。 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（事務局：平成－年－月－日から平成28年１月13日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 
寝屋川高等学校 
 

 
計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子メーター）

について、検定証印等の有効期間を経過したものは使用しては
ならないとされている。 
行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業に伴うガス料

金について、計量器（子メーター）により使用量を計量し、使
用者（食堂業者）から負担金を徴収しているが、検定証印等の

有効期間を経過した計量器（子メーター）を使用していた。 
 

計量器（子メーター）確認日 平成28年１月13日 

計量器の種類 有効期間の終期 

ガス子メーター １台 平成27年11月 

 
 

 

 
検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メーター）

を新しいものに取り換えるなど、必要な是正処理を行わ
れたい。 
 
【計量法】 
（使用の制限）  

第16条 次の各号の１に該当するもの（船舶の喫水によ
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその
船舶及び政令で定める特定計量器を除く。）は、取引又
は証明における法定計量単位による計量（第２条第１
項第２号に掲げる物象の状態の量であって政令で定め
るものの第６条の経済産業省令で定める計量単位によ
る計量を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１
項において同じ。）に使用し、又は使用に供するために
所持してはならない。  
(1)・(2) （略） 
(3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第

１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検

定証印等」という。）が付されているものであって、
検定証印等の有効期間を経過したもの  

２・３ （略） 
 

 
平成28年３月22日に計量器（子メーター）

を取り換えた。 
今後は、定期的に検定証印等の有効期間の

確認を行う。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成27年12月18日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

  
金剛高等学校 
 

 
計量法では電気等の使用量を計量する計量器（子

メーター）について、検定証印等の有効期間を経過
したものは使用してはならないとされている。 
行政財産の目的外使用許可を行った食堂の営業に

伴うガス料金について、計量器（子メーター）によ
り使用量を計量し、使用者（食堂業者）から負担金

を徴収しているが、検定証印等の有効期間を経過し
た計量器（子メーター）を使用していた。 
 
計量器（子メーター）確認日 平成27年12月18日 

計量器の種類 有効期間の終期 

ガス子メーター １台 平成27年５月 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
検定証印等の有効期間を経過した計量器（子メー

ター）を新しいものに取替えるなど、必要な是正処
理を行われたい。 

 

【計量法】 
（使用の制限）  

第16条 次の各号の一に該当するもの（船舶の喫
水により積載した貨物の質量の計量をする場合
におけるその船舶及び政令で定める特定計量器
を除く。）は、取引又は証明における法定計量単
位による計量（第２条第１項第２号に掲げる物
象の状態の量であって政令で定めるものの第６
条の経済産業省令で定める計量単位による計量
を含む。第18条、第19条第１項及び第151条第１
項において同じ。）に使用し、又は使用に供する
ために所持してはならない。  
(1)・(2) （略） 
(3) 第72条第２項の政令で定める特定計量器

で同条第１項の検定証印又は第96条第１項
の表示（以下「検定証印等」という。）が付
されているものであって、検定証印等の有効
期間を経過したもの  

２・３ （略） 
 

 

 
 平成28年２月15日に検出証印等の有効期間を経
過した計量器を新しいものに取替えた。 
今後は法令を順守し、計量器の有効期間を定期

的に確認し、有効期間を経過することなく取替え
を実施する。 


